
保健福祉 

 世界に類をみない少子高齢化の進行や，既に現実のものとなった人口減少な

ど，現在の劇的な社会構造の変化の中，障害のある方の自立の支援，地域にお

ける福祉のネットワークの構築，高齢期を安心して迎えることができる社会環

境づくり，「健康長寿のまち・京都」の推進や感染症等における健康危機管理

など，保健福祉施策に対する市民の皆様のニーズは，ますます高まり，かつ，

多様化しています。 

 一方，国・地方共に，依然として大変厳しい財政状況が続いており，常に「選

択と集中」をもって，持続可能な制度を追求していかなくてはなりません。 

 このような状況の中，保健福祉局においては，「京都市みやこユニバーサル

デザイン推進条例」，「京（みやこ）・地域福祉推進指針2014」，「支えあう

まち・京都ほほえみプラン」，「第6期京都市民長寿すこやかプラン」，「京都

市民健康づくりプラン」等を軸として総合的な保健・福祉施策を展開しており，

市民のいのちと暮らしを守るという重大な責務を職員一人一人がしっかりと認

識し，「安心・安全で幸福を実感できるまち」の実現のため，全力を挙げて取

り組んでいます。 

みやこユニバーサルデザインの推進  

 平成 17 年 4 月に施行した「京都市みやこユニバーサルデザイン推進条例」

に基づき，市政や事業者，市民の活動に，「製品，建築物等をすべての人にと

って利用しやすいデザインにする」というユニバーサルデザインの考え方を

採り入れ，情報伝達やサービス提供も含めた社会環境の整備を，社会全体で

推進します。 

 本市においては，条例の規定を具体的な行動へと橋渡しするために平成 17

年 12 月に策定した「京都市みやこユニバーサルデザイン推進指針」に基づき，

あらゆる施策にユニバーサルデザインの考え方を採り入れるとともに，その

普及と事業者や市民の皆様の主体的な実践活動が一層進んでいくよう取り組

んでいます。
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１ 低所得者への支援 

 生活保護

ア 生活保護法による保護状況及び他都市比較（平成29年5月現在）

保護受給者数32,872世帯 44,801人

保 護 率

(人口

1,000人

につき) 

札幌 仙台 さいたま 千葉 川崎 横浜 相模原 新潟 静岡 浜松

37.5 16.5 15.9 21.2 21.3 18.9 19.5 14.8 12.9 9.2 

名古屋 京都 大阪 堺 神戸 岡山 広島 北九州 福岡 熊本 全国平均

21.2 30.4 52.9 30.9 30.7 18.7 21.6 24.6 28.2 21.7 16.8 

イ 自立支援メニューの充実

生活保護世帯が大幅に増加する中，生活保護の大きな目的の一つである

自立助長に向けて，生活保護受給者の自立支援の強化・充実を図ることは

必要不可欠となっています。 

 とりわけ就労に向けた支援の取組は極めて重要であり，ケースワーカー

による面接や家庭訪問等を通じ，その方の生活歴や生育歴，就労するうえ

で抱えている課題や不安等の実情を十分に把握したうえで，ハローワーク

をはじめとした関係機関等とも連携し，他施策や各種制度利用に向けた助

言やコーディネートのほか，求職活動への励まし等，きめ細やかな支援を

行っているところです。   

 一方，雇用情勢が大きく好転しない中，就労支援を要する稼動年齢層の

生活保護受給者が大幅に増加し，就労に至っていない生活保護受給者の中

には，繰り返し求職活動を行っているものの採用されない方や採用されて

も就労が継続しない方，さらには就労意欲そのものが減退してしまってい

る方など，就労に向けた課題を抱えている方も多く存在していることから，

自立支援メニューの充実を図り，取組を推進しています。 

(ｱ) 就労意欲喚起等支援事業

平成22年8月から，専門的な知識と技能を有する民間キャリアカウ

ンセラーによるカウンセリングや対象者の能力や希望に応じた求人

開拓に取り組むなど，生活保護受給者の状況に応じた，一層きめ細か

な就労支援を行う就労意欲喚起等支援事業を実施しています。 

(ｲ) 福祉・就労支援コーナー

ハローワークとの連携では，保健福祉センター等とハローワークの
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一体型運営の取組として，平成24年12月から，順次，区役所庁舎内等

へ「福祉・就労支援コーナー」の設置を進め，平成29年8月には，市

内全ての行政区に設置されたところです。引き続き，生活保護受給者

等生活困窮者に対して，ハローワークと保健福祉センター等が一体的

に就労支援を実施しています。

(ｳ) チャレンジ就労体験事業

平成25年7月から，直ちに一般就労を行うことが困難で，社会復帰

に向けた段階的な支援が必要である，または，社会的な居場所を失っ

た生活保護受給者等及び生活困窮者に対して，就労体験の場を提供し，

それぞれの自立目標に向けた支援を行うチャレンジ就労体験事業を

実施しています。 

(ｴ) 年金検討員派遣事業

 平成22年7月から，他法他施策の活用を更に徹底し，年金受給によ

る自立支援を推進することを目的に，社会保険労務士等の年金に関す

る専門知識を有する者を，年金検討員として保健福祉センターに派遣

する年金検討員派遣事業を実施しています。

(ｵ) 生活保護医療扶助相談支援事業

平成24年度から生活保護心理ケア相談支援モデル事業として，精神

保健福祉士等の資格を有する生活保護心理ケア相談支援員を一部の

保健福祉センターに派遣し，子どもはぐくみ室との連携を一層図りつ

つ，精神疾患等を抱える生活保護受給者の日常生活・社会生活上の自

立支援の充実を図る取組を新たに実施しています。平成27年度からは，

当該事業を再編する形で，生活保護医療扶助相談支援事業として，市

内7箇所の保健福祉センターに精神保健福祉士等の資格を有する医療

扶助相談支援員を配置し，精神疾患等に限らず，傷病を抱えるすべて

の保護受給者に対してよりきめ細やかな相談支援等を実施しています。

ウ 不正受給対策

 生活保護の実施に当たっては，「必要な人に必要な保護」を基本に，漏

給も濫給もない，適正な制度運営を確保することが何より重要であり，不

正受給は，制度の根幹を揺るがしかねない重大な問題であると認識してい
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ます。

 これまでから，不正受給の防止に向け，世帯状況や収入に関する届出義

務の周知徹底をはじめ，訪問調査による生活実態等の的確な把握などに努

めてきました。

 本市では，平成21年9月に，保健福祉局長を本部長とした「京都市生活

保護不正受給防止等対策推進本部」を立ち上げ，①未然防止，②早期発見，

③徴収対策を柱に，悪質な事例に対する告発も含め，厳正に対処するべく

取組を進めるとともに，平成20年10月には，平成18年3月の「暴力団員は

窮迫状況の場合を除いて生活保護の適用はしない。」という国通知に基づ

き，副市長をトップに京都府警本部の参画も得て，「京都市生活保護暴力

団排除対策本部」を設置し，京都府警と連携した取組として，「生活保護

受給者に対する暴力団関係者一斉点検」や「暴力団員等対策支援員派遣事

業」等を実施し，暴力団員の徹底した排除に努めています。

 さらに，平成23年4月に保健福祉局地域福祉課内に「適正化推進担当」

を設置し，不正受給対策に特化して強力に推進する体制を構築するととも

に，平成24年度には，不正受給事案に関して①市民等から寄せられる情報

に適切かつ迅速に対応する，②福祉事務所が抱える悪質な事案に調査協力

を行う，③生活保護費の過払い分等の徴収を強化するといった課題に対処

するため，同課に適正化推進支援員を配置して体制を整備しました。

 また，平成25年3月には京都府警察と協定を締結し，悪質な不正受給事

案の摘発や，生活保護以外の社会保障給付についての不正の未然防止にも，

互いに連携を図ることとしました。

 こうした状況の中で，平成25年4月には保健福祉局内に「適正給付推進

課」を設置，平成27年度には監査指導課と統合した「監査適正給付推進課」

を設置し，社会保障制度全般の更なる適正化を推進しました。平成29年度

からは，「監査適正給付推進課」と制度運営所管課である「地域福祉課」

の組織改正を行い，「生活福祉課」を設置し，引き続き徹底した不正受給

対策と不正受給を起こし得ない業務体制の構築を進めています。

 また，増大する医療扶助費の適正化対策として，平成23年6月から，医

療に関する高度な知識を有するレセプト点検員を新たに本庁課に配置し，
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業務の集約化及び効率化により，レセプト点検を充実強化するとともに，

不正請求が疑われる指定医療機関に対する指導，検査にも徹底して取り組

んでいます。

 さらには，不正請求が疑われる指定医療機関に対しては実態調査や立入

検査時に診療科目に精通した専門医に同行を求め，医学的見地からの見解

を得る等により，各種不正に対応したよりきめ細かな指導・指示に取り組

んでいます。

 また，平成25年度以降，増大する医療費の抑制を図るため，新たに後発

医薬品の使用促進に向けた取組を進めており，平成27年度から，後発医薬

品への切換え差額効果の高い患者について，ケースワーカーが個別に使用

勧奨を行うとともに，薬局や病院に対しても個別に協力依頼を行っています。 

エ 法外援助措置

本市では，被保護者の生活の安定を図るため，生活保護法による扶助の

ほか，外国人学校在学者に対する生活保護法の教育扶助に準じた扶助の給

付等の援護事業を行っています。 

 ホームレス自立支援の推進

本市のホームレス数は，平成29年1月に実施した概数調査において82人を

確認しており，平成15年1月に確認した624人から8割以上減少しています。

ホームレス数が大きく減少したことは，平成16年に第1期を，平成21年に

第2期を策定した「京都市ホームレス自立支援等実施計画」に基づき，路上

等への巡回によるきめ細かな相談・援助活動，宿泊施設の借り上げによる

一時的な宿泊場所の提供，ホームレス支援に実績のある社会福祉法人を指

定管理者とした「京都市中央保護所」における効果的な生活訓練等の実施，

「京都市ホームレス自立支援センター」をはじめとする就労支援等の取組

を推進するとともに，生活保護の適用による居宅確保を進めてきた成果で

あると考えています。また，居宅生活移行後の定着支援についても，必要

な支援事業を実施しています。 

 一方で，現在もホームレス状態にある人の状況に目を移すと，路上生活

に至る要因が多様化・複雑化し，また，終夜営業店舗等の不安定な居住環

境で生活する層が顕著になるなど，これまでの支援施策では対応が難しい
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課題が生じています。

こうした状況を踏まえ，平成28年3月に「第3期京都市ホームレス自立支

援等実施計画」を策定しました。この新たな実施計画では，これまでの取

組を基本としつつ，現在生じている課題に対応するため，『ホームレスが

自らの意思で安定した生活を営めること』を計画目標に掲げるとともに，

「路上生活等の解消に向けた総合的な支援の推進」，「居宅生活への移行

に向けた自立支援施策の推進」，「地域社会における生活の安定と良好な

生活環境の確保」の3つの取組方針のもとに具体的な取組項目を設けています。 

 引き続き，新たな実施計画に基づき，ホームレスの自立に向けて総合的

な支援に取り組みます。 

 生活困窮者自立支援制度

 平成27年4月，社会保険や労働保険など雇用を通じた第１のセーフティネ

ットと第3のセーフティネットである生活保護の間にあって，従来の雇用の

仕組み等から漏れ，生活保護制度の要件に満たない生活困窮者の自立を包

括的に支援するため，第2のセーフティネットを構築すべく，生活困窮者自

立支援法が施行されました。 

 同法に基づき，生活困窮者を支援するための各種支援事業を行っています。 

 ア 自立相談支援事業

  本市では，これまでから保健福祉センターに専任面接員を配置し，生活

に困窮されている方からの生活相談に対し，本人の状況に応じて生活保護

制度や他法他施策の活用，地域の社会資源の活用を助言するなど，懇切丁

寧な対応に努めてきました。平成27年度からは，生活困窮者自立支援法に

基づく自立相談支援事業を実施するため，保健福祉センターの生活相談等

を通じて把握した生活困窮者に対し，訪問活動等による相談を行い，就労

支援，行政手続の補助といったきめ細かな支援を行なうため，本庁生活福

祉課に5名の相談支援員を新たに配置するとともに，相談専用ダイヤルを

設置しています。 

イ 生活保護世帯向け自立支援メニューの一体的運用

  生活困窮者の就労支援については，生活保護受給者向けに実施している

自立支援メニュー（就労意欲喚起等支援事業，チャレンジ就労体験事業，
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福祉・就労支援コーナーを利用した就労支援）を一体的に運用できるよう

事業の再編を図り，これまでの支援ノウハウを活かせるように取り組んで

います。 

  また，就労支援以外に，中学3年生学習支援プログラムについても，自

立相談支援事業で支援を受ける世帯の子どもが利用できるよう再編して

います。 

ウ 住居確保給付金事業

平成20年秋のリーマンショックを機に，離職者に対する家賃補助を行う

国の制度として「住宅手当緊急特別措置事業」が創設され，京都市を含め

た全国の自治体において，平成21年10月から実施されました。その後，平

成25年4月から「住宅支援給付事業」と改称され，同年7月からは，原則と

してハローワーク等による就労支援を受けることが受給要件とされるな

ど，就労支援と一体となった事業という位置付けが強化されました。さら

に，平成27年4月からは，生活困窮者自立支援法における必須事業である

「住居確保給付金」に移行し，恒久的な制度となりました。 

 事業の実施体制としては，平成25年度までは相談窓口を市内1箇所とし

ていましたが，平成26年度からは各区の社会福祉協議会に相談窓口を設置

し，生活福祉資金の貸付との一体的な支援を行うとともに，自立相談支援

機関と連携し，必要に応じて同機関による相談支援につなぐなど，受給者

の利便性を図っています。

 エ その他の制度

(ｱ) 総合支援資金貸付（実施主体：社会福祉協議会）

 失業などにより日常生活全般に困難を抱えている人を対象として，

生活の立て直しや経済的自立を支援する制度です。 

(ｲ) 訓練・生活支援給付（実施主体：ハローワーク）

 雇用保険を受給できない（又は受給が終了した）人が，ハローワー

クのあっせんにより職業訓練を受講する場合，職業訓練期間中の生活

費が支給される制度です。 

(ｳ) 臨時特例つなぎ資金貸付（実施主体：社会福祉協議会）

 住宅支援給付や総合支援資金貸付等の申請から資金交付までの間
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の生活に困窮することがないよう，当座の生活費の貸付を受けること

ができる制度です。 

 臨時福祉給付金

平成26年4月からの消費税率引上げによる低所得者への負担緩和を目的と

して，平成26年度から平成28年度にかけて，市民税（均等割）の非課税者

等を対象として支給した「臨時福祉給付金」について，平成29年度は経済

対策分として2年半分（対象者一人当たり1万5千円）を支給します。 

２ 地域支援 

 「京・地域福祉推進指針2014」

  平成26年3月に策定した「京・地域福祉推進指針2014」では，「協働を実

現する仕組みと生活課題に対応するセーフティネットの充実」「地域の絆づ

くりの推進」「要配慮者を守る災害に強い福祉のコミュニティづくり」の3

つの体系からなる，14の施策の柱を掲げており，住民の主体的な活動を通じ

て住民自治の機能を更に高めるとともに，住民・公共的団体・行政の協働を

一層進めることにより，一人ひとりが地域の中で自立した生活を営むことが

できる「優しさがあふれるまちづくり」を目指しています。 

 民生委員 

  民生委員・児童委員は，学区ごとに選出され，厚生労働大臣から委嘱を

受けています。 

民生委員・児童委員は，それぞれが担当する区域において，住民の生活上

の様々な相談に応じ，行政をはじめ適切な支援やサービスへの「つなぎ役」

としての役割を果たすとともに，高齢者や障害者世帯などの見守りや安否確

認などにも重要な役割を果たしており，京都市では，平成29年4月時点で

2,728名（定数）が活動しています。 

 地域あんしん支援員設置事業 

平成26年度から，社会的孤立等の状態にあり，制度の狭間や支援の拒否

といった，福祉的な支援が必要であるにもかかわらず，支援につながってい

ない方等に対して，継続して寄り添いながら，地域や関係機関と連携・協働

し，適切な支援に結びつける福祉の専門職である，地域あんしん支援員を配
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置しています。 

  地域あんしん支援員は，平成26年度以降段階的に増員し，平成29年度に

全区配置が完了しました（合計12名）。地域や関係機関との連携のもと，支

援を要する世帯の状況に応じた，「寄り添い支援」を行うことにより，生活

課題の改善に取り組んでいます。 

３ 障害者福祉  

 支えあうまち・京都ほほえみプラン 

本市では，平成25年3月に，前プラン「支えあうまち・京（みやこ）のほ

ほえみプラン」の計画期間終了に伴う新たな計画として，平成25年度から平

成29年度までの5年間を計画期間とする「支えあうまち・京都ほほえみプラ

ン」を策定しました。

この計画は，「はばたけ未来へ！京プラン（京都市基本計画）」の障害者

福祉分野に掲げる「障害のあるひともないひとも，すべてのひとが違いを認

め合い，支え合うまちづくりを推進する」を基本方針とし，この方針のもと

に5つの施策目標を定めるとともに，各施策目標に属する具体的な取組を合

計206項目設けています。さらに，障害のあるひともないひとも地域で共生

する社会の実現を目指し，施策目標を横断し，融合の視点で，特に重点的に

取り組む「重点取組」を6項目定めています。これらの取組を通じて，総合

的な障害者施策を推進しています。

 障害者総合支援法 

障害者総合支援法（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律）は，地域社会における共生の実現に向けて，障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援することを基本理念に掲げ，平成25年4月1日に施

行されました。

平成18年4月に施行された従前の障害者自立支援法では，それまで障害種

別（身体障害・知的障害・精神障害）ごとに提供されていた福祉サービス， 

公費負担医療等について，共通制度の下で一元的に提供する仕組みが創設さ

れましたが，今回の障害者総合支援法では，さらに制度の谷間を埋めるべく

障害者の範囲に難病等を加えることや，障害福祉サービスの充実，地域生活

158



支援事業の追加が図られています。

〇 障害者総合支援法の体系 

 身体障害のある人のための福祉 

ア 身体障害者手帳交付数 

（平成29年3月末現在） 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 合計 

18歳

未満

再掲 

視 覚 障 害 1,831 2,112 338 314 474 448 5,517 38 

機能障害 293 1,493 887 1,316 89 2,151 6,229 139 

機能障害 30 71 465 300   866 8 

肢 体 不 自 由 6,078 7,843 6,601 11,151 5,360 2,614 39,647 405 

内 部 障 害 12,793 454 3,861 7,260   24,368 165 

合 計 21,025 11,973 12,152 20,341 5,923 5,213 76,627 755 

自立支援給付

介護給付
居宅介護

重度訪問介護

行動援護

同行援護

重度障害者等包括支援

短期入所（ショートステイ）

療養介護

生活介護

施設入所支援

訓練等給付
自立訓練

就労移行支援

就労継続支援

共同生活援助

障害福祉サービス

障

害

の

あ

る

方

自立支援医療
更生医療

育成医療

精神通院医療 等

補装具

計画相談支援給付

地域相談支援給付
地域移行支援

地域定着支援

 相談支援             コミュニケーション支援

 日常生活用具           移動支援

 地域活動支援センター       福祉ホーム  等

地域生活支援事業

聴 覚
平 衡

音声言語
そしゃく
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イ 身体障害のある人のための主な施策の内容

種  類 内  容 

補装具費の支給 

（交付・修理） 

身体障害のある人の障害のある部分を補って，日常生活を

容易にするため，盲人安全つえ，補聴器，義肢，装具，車

椅子等の交付，修理に係る費用を支給する。 

日常生活用具の給付 重度の障害のある人の日常生活上の便宜を図るため，特殊

寝台，便器等の給付及び福祉電話の貸与を行う。 

自立支援医療（更生医

療）の給付 

身体障害者手帳に記載されている機能障害を除去又は軽

減するための医療を給付する。 

自立支援医療（育成医

療）の給付 

生まれつきあるいは病気などのため，身体障害のある乳幼

児，児童に対し，生活能力を得るための医療を給付する。

市営交通機関の運賃

割引 

身体障害者手帳所持者で障害程度が1級から4級までは無

料，5級・6級は割引を行う。 

在宅重度障害者訪問

審査 

歩行困難な在宅の重度の障害のある人の家庭を訪問して

必要な審査，更生相談を行う。 

自動車運転免許取得

費の助成 

身体障害のある人が自動車教習所において自動車免許を

取得した場合，教習に要した費用の2／3を助成する。（等

級制限あり）（限度額10万円） 

自動車改造費の助成 上肢・下肢又は体感機能に障害のある人等の社会参加の促

進を図るため，就労等のために自動車を使用する場合，そ

の改造費を助成する。（所得制限あり）（限度額10万円）

重度心身障害者医療

費支給制度 

重度の心身障害のある人が，健康保険証を使って医療機関

等を受診した場合に，健康保険の自己負担額を支給する。

（障害の程度，所得等に制限あり） 

重度障害老人健康管

理費支給制度 

重度の心身障害のある後期高齢者医療被保険者が，被保険

者証を使って医療機関等を受診した場合に，医療費の一部

負担金相当額を支給する。（障害の程度，所得等による制

限あり） 

心身障害者扶養共済

制度 

心身障害のある人の将来の生活の安定を図るため，心身障

害のある人の保護者が加入し一定の掛金を納め，加入者が

死亡若しくは重度の身体障害になったとき，残された障害

のある人に年金を支給する。 

重度障害者タクシー

料金助成制度 

重度の障害のある人を対象に，タクシー料金の一部を助成

する。（市バス・地下鉄の福祉乗車証との選択制） 

特別障害者手当 日常生活において，常時特別の介護を必要とする20歳以上

の在宅の重度の障害のある人に対し，月額26,810円（平成

29年度）を支給する。 

障害児福祉手当 日常生活において，常時の介護を必要とする20歳未満の在

宅の重度の障害のある人に対し，月額14,580円（平成29

年度）を支給する。 
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種  類 内  容 

いきいきハウジング

リフォーム 

重度の障害のある人が住み慣れた家での生活を暮らしや

すくするために住宅改造等を行う場合，専門チームが相談

に応じるとともに，費用の一部を助成する。 

外国籍市民重度障害

者特別給付金 

旧国民年金法の国籍条項により，障害基礎年金を受給でき

ない重度障害を有する外国籍市民（帰化した者も含む。）

に対し，月額41,300円を支給する。（所得制限あり，生活

保護受給者等を除く。） 

人にやさしいまちづ

くりの推進 

障害のある人にとって住みよい生活環境をつくるため，

「京都市建築物等のバリアフリーに関する条例」「京都市

人にやさしいまちづくり要綱」等に基づき，建築物，公共

交通機関，道路，公園等の整備，改善を推進する。 

ウ 地域リハビリテーション推進センター 

 平成27年4月，「京都市におけるリハビリテーション行政の基本方針」

（平成25年10月策定）に基づき，旧身体障害者リハビリテーションセン

ターの機能を再編し，公民の役割分担を踏まえ，民間事業者により十分

対応できるようになった病院部門と補装具製作部門を廃止する一方，地

域リハビリテーションのより一層の推進と新たなニーズである高次脳機

能障害者支援の取組に重点を置く地域リハビリテーション推進センター

を開設し，引き続き，障害のある市民が地域で快適に生活できる環境づ

くりの推進拠点として運営しています。

 また，平成27年7月には，高次脳機能障害専門相談窓口として地域リハ

ビリテーション推進センター内に「京都市高次脳機能障害者支援センタ

ー」を設け，高次脳機能障害のある市民の一層の支援に取り組んでいます。 

エ 聴覚言語障害センター

 最新の情報機器を備え，手話・字幕による情報提供等を行う聴覚障害

者情報提供施設，入所により訓練等を行う障害者支援施設，通所により

訓練等を行う障害福祉サービス事業所の3施設により構成されており，聴

覚や言語に障害のある人の活動拠点として，大きな役割を果たしています。 

オ 障害者スポーツセンター

 国際障害者年の理念である「完全参加と平等」をスポーツの分野にお

いても達成するため，障害者スポーツの推進拠点として，障害のある人
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の健康の増進，福祉の向上に寄与し，また，障害のある人とない人との

ふれあいの場として設置されたもので，温水プール，体育室，プレイル

ーム，卓球室などを備えています。 

※ その他，身体障害のある人のための施設として，障害福祉サービス事

業所，障害者支援施設をはじめ，福祉ホーム，身体障害者福祉センター，

点字図書館，点字出版施設，盲人ホーム等の施設があります。 

 知的障害のある人のための福祉 

ア 療育手帳交付数（平成29年3月末現在） 

18歳未満 18歳以上 合計 

A 判定 983 4,045 5,028 

B 判定 4,619 5,560 10,179

合 計 5,602 9,605 15,207

イ 知的障害，発達障害のある人のための主な施策の内容 

種   類 内         容 

療育手帳の交付 一貫した相談，援助を行うとともに各種福祉施策や税控除，

施設の使用料の割引等を受けるうえでの便宜を図る。 

日常生活用具の給付 重度の知的障害のある人の日常生活上の便宜を図るため，頭

部保護帽，特殊マット等の給付を行う。 

市営交通機関の運賃

割引 

療育手帳所持者（重度の障害のある人の介護人を含む。）に

対し，市バス・地下鉄の運賃を無料とする。 

    その他主な施策として， 

 重度心身障害者医療費支給制度，重度障害老人健康管理費支給制度，心

身障害者扶養共済制度，重度障害者タクシー料金助成制度，特別障害者手

当，障害児福祉手当，外国籍市民重度障害者特別給付金（160頁「身体障

害のある人のための主な施策の内容」参照）があります。 
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 精神障害のある人のための保健福祉 

ア 精神障害者保健福祉手帳交付数（平成29年3月末現在）

１ 級 1,649

２ 級 8,853

３ 級 5,310

合 計 15,812

イ 精神障害のある人のための主な施策の内容

種   類 内         容 

自立支援医療（精神通院）制

度 

精神障害のある人の通院医療を促進するため，医

療に要する費用の一部を公費で負担する。 

精神障害者保健福祉手帳の

交付 

各種福祉施策や税控除，施設の使用料の割引等を

受けるうえでの便宜を図る。 

日常生活用具の給付 重度の精神障害のある人の日常生活の便宜を図る

ため，頭部保護帽等の給付を行う。 

市営交通機関の運賃割引 精神障害者保健福祉手帳所持者（ただし1級所持者

は介護人も含む。）に対し，市バス・地下鉄の運

賃を無料とする。 

精神保健福祉相談 保健福祉センターの精神科嘱託医や精神保健福祉

相談員，保健師が相談や訪問指導を行う。 

地域生活安定化支援事業 回復途上にある精神障害のある人の病状悪化や地

域からの孤立を未然に防止するため，グループ活

動等を通じて交流や社会体験の増加を図る。 

家族懇談会 病気や療養についての知識及び情報を提供すると

ともに，家族相互の交流を図る。 

社会適応訓練事業 回復途上にある精神障害のある人が協力事業所に

通いながら，就労に必要な生活指導及び社会適応

訓練を受ける。 

163



 その他主な施策として， 

 精神障害のある人の支援を地域で展開するため，こころのふれあいネッ

トワーク事業やこころのふれあい交流サロンの運営，心身障害者扶養共済

制度，特別障害者手当，障害児福祉手当，外国籍市民重度障害者特別給付

金（160頁「身体障害のある人のための主な施策の内容」参照）などを行っ

ています。 

ウ こころの健康増進センター

 市民のこころの健康づくりを推進する中核施設として，こころの健康に

関する相談や保健福祉センターにおける地域精神保健福祉活動の支援を

行います。 

 また，精神科デイケアや一般，アルコール及び思春期外来，各種家族教

室の実施などによる精神疾病の予防及び治療，精神医療審査会事務並びに

自立支援医療費（精神通院）の支給認定及び精神障害者保健福祉手帳の判

定・交付に関する業務，精神保健福祉法に基づく診察・移送，精神障害の

ある人の社会復帰促進，就労支援，スポーツ振興に至るまで，幅広く施策

の推進を図っています。 

エ 自殺総合対策について

本市では，「自殺対策基本法」及び「自殺総合対策大綱」の趣旨を踏ま

え，総合的な自殺対策を推進するために，平成22年3月に「きょう いの

ち ほっとプラン－京都市自殺総合対策推進計画－」を策定し，取組を進

めてきました。平成29年3月には計画を改定し，平成33年までに自殺死亡

率が平成27年から10％以上減少した14.4（自殺者数は200人）以下となる

ことを目標に取り組んでいます。

※ その他，精神障害のある人のための施設として，障害者スポーツセン

ター，障害福祉サービス事業所や福祉ホーム等があります。 

 難病患者等のための福祉

   難病の治療研究を推進し，医療の確立，普及を図るとともに，医療費等

の負担軽減を図るため，都道府県の事業である特定医療費（指定難病）の

支給，特定疾患治療研究事業及び京都府独自事業である在宅難病患者等療

養生活用機器貸出事業，在宅重症難病患者等入院受入体制整備事業の申請
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受付・相談業務を行っています。 

   また，難病のため在宅で療養している方の日常生活を支援するため，専

門医師等による医療講演，相談会を行う難病患者医療相談や保健福祉セン

ターの保健師等が訪問し，助言，保健指導を行う難病患者訪問相談を実施

しています。 

   なお，障害者総合支援法の施行に伴い，平成25年4月から難病等の方がホ

ームヘルパーの派遣，短期入所，日常生活用具の給付に加え，広く障害福

祉サービスを利用できるようになりました。 

４ 高齢者福祉 

 「京都市民長寿すこやかプラン」の推進 

高齢者施策を総合的に推進するため，平成27年3月に「第6期京都市民長寿

すこやかプラン」を策定し，介護保険制度の安定的な運営と，高齢者保健福

祉施策の充実に努めています。 

 介護予防・日常生活支援総合事業 

介護保険法の改正により，市町村が中心となって地域の実情に応じた支え

合いの体制づくりを推進することなどを目的に「介護予防・日常生活支援総

合事業（以下「総合事業」とします。）」が創設され，本市では平成29年4

月から開始しました。 

総合事業においては，従前の「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」

を移行して実施する「訪問型サービス」「通所型サービス」を含む「介護予

防・生活支援サービス事業」と，介護予防教室などの「一般介護予防事業」

に取り組んでいます。 

 高齢者福祉の主な施策 

ア 健康すこやか学級

 学校の余裕教室等を利用して，介護予防等の活動を行うことにより，

要介護状態への進行を予防するとともに，高齢者の社会参加の促進や閉

じこもりを防止します。 

イ 日常生活用具給付等事業

 一人暮らし高齢者や認知症のある高齢者の日常生活の安全のために，
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自動消火器，電磁調理器を給付しています。 

ウ 配食サービス事業

 身体状況等により食事を作ることが困難な高齢者に，栄養のバランス

が取れた昼食を提供し，併せて安否確認を行う配食サービス事業を実施

しています。 

  エ あんしんネット119（緊急通報システム事業） 

 身体虚弱な在宅の一人暮らし高齢者等が，急に体の具合が悪くなった

り，火災などの突発的な事故などがあった場合に，貸与している専用機

やペンダントのボタンを押すことにより，自動的に消防局指令センター

に通報され，救急車や消防車が駆け付けます。 

 また，相談ボタンを押すと自動的に相談センターに繋がり，常駐する

専門の相談員による，保健・健康に関する相談が受けられます。 

  オ 家族介護用品給付事業 

 在宅で寝たきりや認知症の高齢者を介護されている低所得世帯の家族

の方に，介護保険の給付対象外となるおむつその他の介護用品と交換で

きる給付券を交付しています。 

  カ 要援護高齢者在宅生活支援ホームヘルプサービス事業 

 介護保険給付の対象とはならないものの，在宅生活を維持するうえで，

援助が必要な要介護認定で自立と認定された60～64歳の方々に対して，

介護保険の訪問介護（ホームヘルプサービス）に準じたサービスを提供

し，長く住み慣れた地域で生活していただけるよう支援しています。 

  キ 高齢者・障害者権利擁護推進事業 

 認知症高齢者や障害のある方々が自立して暮らせるよう，「京都市高

齢者・障害者権利擁護ネットワーク連絡会議」を設置し，成年後見制度

と日常生活自立支援事業の円滑な利用を促進するために関係団体等の連

携の在り方等について，より具体的な検討を行うとともに，権利擁護事

業の普及・啓発も行っています。 

  ク 高齢外国籍市民福祉給付金支給事業 

 日本国籍を有しないため，国民年金法の適用を受けることができなかっ

た高齢の外国籍市民（帰化された人を含む。）に対し，国が制度化を図
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るまでの過渡的な施策として月額17,000円の福祉給付金を支給しています。 

 ケ 敬老乗車証交付事業

 70歳以上の高齢者に対し，市バス・地下鉄敬老乗車証を交付します。

市バス・地下鉄が運行していない一定の地域にお住まいの方には民営バ

ス敬老乗車証も併せて交付します。平成28年10月末現在，交付者数は

134,242人です。 

 高齢者を地域で支える取組 

  ア 地域包括支援センター（愛称：高齢サポート）  

    専門職員等が，在宅介護や，保健・福祉・医療など日頃の生活に必要

な様々な相談を受け，サービスの紹介や関係機関との連絡調整等を行っ

ており，平成28年度末現在，61箇所の地域包括支援センターがあります。

平成24年度から，見守りが必要な高齢者を把握し，適切な支援につなげ

るため，地域包括支援センターの専門職員による一人暮らし高齢者世帯

への全戸訪問事業を実施しています。

  イ ～地域で気づき・つなぎ・支える～認知症総合支援事業

 認知症の早期発見・早期相談・早期診断の支援に対応するため，認知

症の人やその家族に早期に関わり，訪問活動による情報収集やアセスメ

ント，本人・家族等への心理的サポート，受診勧奨や医療・介護サービ

スに至るまでの支援などを実施する「認知症初期集中支援チーム」をモ

デル的に3箇所（平成28年度：北区・上京区，平成29年度：下京区・南区，

西京区）に設置し，認知症の初期支援の充実を図るとともに，認知症高

齢者の行方不明に係る事前相談・登録や発見協力依頼の情報提供，若年

性認知症支援のための基礎研修の実施，地域における医療・介護等関係

機関との連携体制構築に向けた取組支援及び認知症についての市民啓発

等，地域全体で認知症の人やその家族を支え合う取組を進めています。 

  ウ 高齢者あんしんお出かけサービス事業

 認知症高齢者が行方不明となった場合に，電波を受信することにより

位置を特定できる小型GPS端末機を貸し出すサービスを実施し，行方不明

高齢者を早期に発見し，事故等を未然に防ぎます。 
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エ 老人福祉員の訪問

 おおむね65歳以上の一人暮らし高齢者等を訪問し，安否確認や相談支

援，各種施策の周知等を行っており，現在，1,459人が活動しています。

 老人医療費支給制度 

健康保険に加入している65歳以上70歳未満で，本人・配偶者・生計維持

者に所得税が課されていない方が，健康保険証を使って医療機関等を受診

した場合に，健康保険の自己負担額から一部負担金（健康保険の70歳以上

74歳未満の自己負担額）を差し引いた金額を支給しています。

※ 臨時特例措置として，平成26年度に限り，70歳に到達した方も対象と

していました。 

※ 昭和25年8月1日以前生まれの方は，①本人・配偶者・扶養義務者に所

得税が課されていない方，又は，②本人・配偶者・扶養義務者の所得が

所得制限額内で，寝たきり・一人暮らし・高齢者世帯等に属する方が対

象となります。 

 地域介護予防推進事業（地域支援事業） 

 要支援・要介護状態になることを防ぎ，高齢者が住み慣れた地域で自分

らしい生活を継続することができるよう，地域介護予防推進センターにお

いて，運動器機能の向上，栄養改善，口腔機能の向上等を目的とした介護

予防プログラムを提供するとともに，介護予防に関する基本的な知識の普

及啓発や介護予防に資する地域活動組織の育成・支援等を実施しています。 

 高齢者支え合い担い手づくり事業

総合事業の訪問型サービスのひとつである支え合い型ヘルプサービスの

従事者を養成する「京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修」に

ついて，平成28年11月から実施するとともに，平成29年3月からは，ボラン

ティア等を希望される方へ高齢者の生活支援に関する基本的な知識等を研

修する「京都市地域支え合い活動入門講座」を実施しています。 

 地域支え合い活動創出事業 

平成29年4月の「介護予防・日常生活支援総合事業」の開始に向け，平成

28年5月に，高齢者を支えていくための地域の体制づくりに取り組む「地域

支え合い活動創出コーディネーター」（各区単位，計11名）を配置し，「高
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齢者の居場所」の情報交換会の開催など，地域の関係機関のネットワーク化

に取り組んでいます。また，平成29年3月には「地域支え合い活動創出調整

会議」を設置し，高齢者を支える生活支援サービスの充実・強化に向けた取

組を推進しています。 

 長寿すこやかセンター 

 高齢者一人一人が，自らの意思に基づき，住み慣れた地域でいきいきと

健やかに暮らすことができる社会の構築に資するため，平成15年6月「ひ

と・まち交流館 京都」内に設置しました。現在，高齢者の社会参加や生

きがいづくり，仲間づくりを促進していくとともに，介護，とりわけ認知

症に関する専門的な相談，研究，研修や，成年後見制度の利用支援をはじ

めとする権利擁護事業等の多様な施策を総合的に推進しています。 

 また，併設する短期入所施設を活用し，常に密接に連携を図りながら，

実践的取組を含めた事業を展開しています。 

 その他老人福祉施設等（平成28年度末現在）  

 養護老人ホーム（8箇所），特別養護老人ホーム（90箇所），ケアハウス

（13箇所），老人保養センター（1箇所），老人福祉センター（17箇所），

老人いこいの家（5箇所），老人クラブハウス（91箇所），高齢者の居場所

（260箇所），老人園芸ひろば（4箇所）  

５ 介護保険制度 

 介護保険制度は，高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして平成12

年4月に創設されました。 

 急速な高齢化の進展を見据え，介護保険制度の基本理念である，高齢者の

「自立支援」と「尊厳の保持」を基本としつつ，明るく活力ある超高齢者社

会を構築し，制度が将来にわたって持続可能なものとなるよう，制度全般に

ついて見直しが行われ，平成18年4月から，介護予防を重視した取組を行って

います。 

 今後，一人暮らしの高齢者や認知症の高齢者の更なる増加が見込まれる中

で，だれもが住み慣れた地域で満足度の高いサービスを受けられ，そのひと

らしい豊かな生活を実現していくために，利用者等の様々なニーズに応えら
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れる介護・福祉サービスの充実を図るとともに，必要となる基盤整備を進め

ていきます。 

 第1号被保険者の状況（平成29年6月末現在）  

○所得段階別被保険者数  

 被保険者数（人） 構成比（％） 

第1段階 95,681 24.5

第2段階 35,606 9.1

第3段階 35,503 9.1

第4段階 44,807 11.5

第5段階 36,894 9.4

第6段階 47,891 12.3

第7段階 40,009 10.2

第8段階 36,079 9.2

第9段階 9,041 2.3

第10段階 3,090 0.8

第11段階 6,057 1.6

合計 390,658 100.0

 要介護（支援）認定の状況（平成29年6月末規在） 

  ア 要介護（支援）認定者数       （上段：人／下段：構成比％） 

自立 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計 

1,065

（1.2）

10,313

（ 12.2）

12,911

（ 15.2）

14,251

（ 16.8）

17,842

（ 20.2）

12,207

（ 14.4）

9,474

（ 11.2）

7,466

（8.8）

85,529

（100.0）

  イ 介護予防・生活支援サービス事業（※）の事業対象者数

事業対象者 251人 

  ※介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス，通所型サービス等 
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 介護サービスの利用状況 

  ア 居宅サービスの利用実績 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度

介護保険

事業計画上

の見込み

利用実績

介護保険

事業計画上

の見込み

利用実績

介護保険

事業計画上

の見込み

訪 問 介 護 （ 回 ／  週 ） 58,441 64,609 59,333 67,270 60,370

訪 問 看 護 （ 回 ／  週 ） 8,034 9,405 8,642 11,008 9,304

訪問入浴介護（回／週） 1,113 1,200 1,125 1,168 1,140

訪問リハビリテーション（回／週） 6,424 5,935 7,420 6,116 8,519

通所サービス（回／週） 41,593 42,969 32,174 39,815 34,954

 通 所 介 護 32,238 34,069 22,362 30,927 24,653

通所リハビリテーション 9,355 8,900 9,812 8,888 10,301

短期入所サービス（日／月） 34,488 36,161 37,437 37,154 40,980

 短 期 入 所 生 活 介 護 28,568 30,055 31,503 30,698 34,878

短 期 入 所 療 養 介 護 5,920 6,106 5,934 6,456 6,102

福祉用具貸与（人／月） 22,048 23,454 23,903 24,977 25,928

特定施設入居者生活介護（人） 1,950 1,466 2,131 1,605 2,168

居宅療養管理指導（人／月） 8,310 8,662 9,245 9,754 10,257

居宅介護支援（人／月） 33,210 34,197 35,432 35,653 37,852
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 イ 地域密着型サービスの利用実績 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度

介護保険

事業計画上

の見込み

利用実績

介護保険

事業計画上

の見込み

利用実績

介護保険

事業計画上

の見込み

認知症対応型共同生活介護（人） 2,057 1,559 2,164 1,700 2,279

認知症対応型通所介護（回／週） 1,340 1,404 1,359 1,345 1,367

夜間対応型訪問介護（人／月） 898 938 1,011 1,013 1,134

小規模多機能型居宅介護（人／月） 1,338 1,057 1,558 1,237 1,778

地域密着型特定施設（人／月） 322 187 364 201 399

地域密着型介護老人福祉施設（人） 650 482 729 517 817

定期巡回・随時対応型訪問介護看護（人／月） 760 499 1,086 549 1,412

看護小規模多機能型居宅介護（人／ 月） 94 79 131 102 169

地域密着型通所介護（※）（回／週） － － 13,133 5,367 14,478

※ 平成28年度から，小規模な通所介護事業所（利用定員18人以下）について

は地域密着型サービスに移行している。 

ウ 施設サービスの利用実績 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度

介護保険

事業計画上

の見込み

利用実績

介護保険

事業計画上

の見込み

利用実績

介護保険

事業計画上

の見込み

介護老人福祉施設（人） 5,202 4,876 5,344 5,001 5,494

介護老人保健施設（人） 3,848 3,592 4,022 3,618 4,168

介護療養型医療施設（人） 2,375 2,151 2,375 2,096 2,375
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 予防サービスの利用状況 

  ア 居宅サービスの利用実績 

平成27年度 平成28年度 平成29年度

介護保険

事業計画上

の見込み

利用実績

介護保険

事業計画上

の見込み

利用実績

介護保険

事業計画上

の見込み

介護予防訪問介護（人／月） 6,915 7,043 6,915 6,735 3,417

介護予防訪問看護（回／週） 425 587 484 713 554

介護予防訪問入浴介護（回／週） 1 1 1 1 1

介護予防訪問リハビリテーション（回／週） 417 408 462 443 507

通所サービス（人／月） 6,495 6,311 7,515 6,760 4,833

 介護予防通所介護 5,604 5,473 6,566 5,907 3,822

介護予防通所リハビリテーション 891 838 949 853 1,011

短期入所サービス（日／月） 319 273 358 229 412

介護予防短期入所生活介護 303 249 336 204 371

介護予防短期入所療養介護 16 24 22 25 41

介護予防福祉用具貸与（人／月） 4,860 5,218 5,318 5,692 5,820

介護予防特定施設入居者生活介護（人） 157 110 164 105 173

介護予防居宅療養管理指導（人／月） 376 389 400 408 427

介護予防支援（人／月） 13,691 13,719 14,656 14,098 11,924

※ 介護予防訪問介護及び介護予防通所介護における平成29年度の介護保険事

業計画上の見込みについては，介護予防・日常生活支援総合事業への移行分

を勘案して算出している。 

イ 地域密着型サービスの利用実績 

平成27年度 平成28年度 平成29年度

介護保険

事業計画上

の見込み

利用実績

介護保険

事業計画上

の見込み

利用実績

介護保険

事業計画上

の見込み

介護予防認知症対応型共同生活介護（人） 1 1 1 1 1

介護予防認知症対応型通所介護（回／週） 4 5 6 1 9

介護予防小規模多機能型居宅介護（人／月） 62 25 82 53 102
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 介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事

業の利用状況（平成29年6月利用分） 

６ 国民健康保険 

 事業の概要（平成29年度予算） 

 医療分 後期高齢者支援分 介護分 

被 保 険 者 数 340,000 人 112,000 人

世 帯 数 222,000 世帯 93,000 世帯

保

険

料

一般１人当たり保険料 58,864 円 18,592 円 21,033 円

平 等 割 額 18,120 円 5,730 円 4,810 円

均 等 割 額 25,810 円 8,160 円 9,120 円

所 得 割 額 世帯員各々の28 

年中の基礎控除

後の総所得金額

等の合計 

  × 8.67/100

世帯員各々の28 

年中の基礎控除

後の総所得金額

等の合計 

× 2.71/100

介護2号被保険

者各々の28年中

の基礎控除後の

総所得金額等の

合計 

× 2.53/100

最 高 限 度 額 540,000 円 190,000 円 160,000 円

総 医 療 費 1,250億4,300万円 - -

利用者（人）

訪問型サービス 1,516

介護型ヘルプサービス 1,039

生活支援型ヘルプサービス 457

支え合い型ヘルプサービス 20

通所型サービス 1,847

介護予防型デイサービス 1,733

短時間型デイサービス 87

短期集中運動型デイサービス 27

介護予防ケアマネジメント 2,250
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 また，高齢者の医療の確保に関する法律に基づき，40～74歳になる被保険

者を対象に，医療費適正化の中長期的対策として，メタボリックシンドロー

ム（内臓脂肪症候群）に着目し，生活習慣病の予防・改善に重点を置いた特

定健康診査・特定保健指導を実施しています。 

 財政状況                      （単位：百万円）

27年度決算 28年度決算 29年度予算 

一 般 医 療 分

歳 入 

歳 出 

差 引 

118,304

141,249

△ 22,945

118,767

139,230

△ 20,463

124,371

146,486

△ 22,115

後期高齢者支援分

歳 入 

歳 出 

差 引 

12,501

18,957

△ 6,456

12,126

18,457

△ 6,331

12,108

18,420

△ 6,312

退 職 者 医 療 分

歳 入 

歳 出 

差 引 

3,148

3,245

△ 97

2,549

2,229

320

1,423

1,423

0

介 護 分

歳 入 

歳 出 

差 引 

4,689

7,075

△ 2,386

4,464

6,736

△ 2,272

4,497

6,882

△ 2,385

事 務 費 そ の 他

歳 入 

歳 出 

差 引 

26

3,864

△ 3,838

41

3,646

△ 3,605

20

3,939

△ 3,919

過 不 足 額 合 計 △ 35,722 △ 32,351 △ 34,731

国 調 整 交 付 金 等

府 調 整 交 付 金 等

一 般 会 計 繰 入 金

10,199

7,138

16,752

10,252

7,193

16,795

10,360

7,194

17,177

差 引 収 支 額 △ 1,633 1,889 0

累 積 収 支 額 △ 229 1,660 1,660
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７ 後期高齢者医療 

 事業運営 

 後期高齢者医療制度では，全ての都道府県に市町村で構成する後期高齢

者医療制度の運営主体となる広域連合を設置することが法律で義務付けら

れています。 

 財政運営，医療機関への診療報酬支払，被保険者の資格管理，保険料の

賦課等の事務は広域連合が担当し，各種申請・届出受付，保険料の徴収等，

被保険者の利便を図る事務については市町村が担当します。 

 事業の概要 

被 保 険 者 数 

※  平成 29年 3月末 

京  都  市 186,145人 

京 都 府 下 344,652人 

29 

年

度

保

険

料 

均 等 割 額 48,220円 

所 得 割 額

 被保険者の28年中の基礎控除後の総所得金額 

 等の合計 

× 9.61 ／ 100 

最 高 限 度 額 570,000円 

給 付 費（注） 1,824億2,911万円 

（注） 給付費は，平成28年3月から平成29年2月までの12箇月分の給付費 

   また，後期高齢者医療制度の被保険者を対象に健康診査（検査内容は国

民健康保険の特定健康診査と同じ）を実施しています。 

８ 「健康長寿のまち・京都」の推進 

本市では，「京都市民健康づくりプラン（第2次）」に基づく市民の主体

的な健康づくりの取組をさらに推進し，市民の健康寿命を平均寿命に近づけ，

年齢を重ねても一人ひとりのいのちが輝き，地域の支え手としても活躍でき

る，活力ある社会「健康長寿のまち・京都」の実現に向けた取組を推進して

います。 

現在，104の団体で構成される「健康長寿のまち・京都市民会議」を中心

に，市民ぐるみで健康づくりを推進していくため，市民，市民団体，企業，

大学等が主体となり，京都の「市民力」・「地域力」を結集させ様々な事業
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を展開しています。また，「健康長寿のまち・京都」の取組推進の両輪とし

て，全庁を挙げた体制である「健康長寿のまち・京都庁内推進本部」を設置

し，健康づくりの基本である「食」や「身体活動・スポーツ」，「社会参加」

に基づく各局区等における庁内の取組の様々な事業の融合により，効果的な

普及啓発や，健康づくり事業の企画，検討等を進めています。 

 健康づくりプラン 

   平成25年3月に，京都ならではの取組や強みを活かした健康づくりを市民

ぐるみで推進し，「いきいきと健やかな『笑顔・健康都市』を実現する」

ために，「京都市民の健康寿命を延伸し，平均寿命に近づける」ことを全

体目標として「京都市民健康づくりプラン（第2次）」を策定しました。 

同プランでは，「栄養・食生活」，「身体活動・運動」，「休養・こころ

の健康」，「歯と口の健康」，「喫煙」，「飲酒」の６つの分野別の重点取

組等を示した「分野別行動指針等」を策定し，あわせて定期的な健康診査の

受診行動の普及を図ることにより，生活習慣病の予防・早期発見と心身機能

の維持向上を図り，市民一人ひとりの生涯を通じた健康づくりの推進に取り

組んでいます。 

 市民の健康づくり 

  ア 地域における健康づくり 

効果的に市民の健康づくりの取組を推進するため，保健師をはじめと

する保健福祉センターの職員が，これまでから実施していた以下の取組

に加え，より積極的に地域に出向き，市民に身近な地域で健康づくり事

業を実施していきます。 

(ｱ) 健康教育 

  生活習慣病予防など，健康づくりに関する知識を深めていただくた

めに，健康教室を開催しています。 

(ｲ) 健康診査等

  医療保険者による特定健康診査等の健診の受診機会がない18歳～39

歳を対象とした青年期健康診査を実施しています。 

  また，がん対策については，がんの早期発見・早期治療を目指して，

胃がん（50歳以上），大腸がん・肺がん（いずれも40歳以上），子宮が
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ん（20歳以上の女性），乳がん（30歳以上の女性）及び前立腺がん（50

歳以上の男性）の検診を実施しています。

(ｳ) 食育推進

  平成28年3月に策定した「健康長寿のまち・京都食育推進プラン」に

基づき，生涯にわたる健全な食生活の実現を目指し，ライフステージ

に合わせた食育セミナーの開催や食環境整備として「食の健康づくり

応援店」事業や特定給食施設の指導，栄養成分表示等の食品表示に関

する指導，食育指導員等の食育に関する人材育成等を行っています。 

(ｴ) 歯科保健

   平成21年3月策定の「京都市口腔保健推進行動指針（歯ッピー・ス

マイル京都）」に基づいて，「むし歯予防」「歯周病予防」「口腔機

能の維持・向上」の3つを基本目標とし，各歯科相談・健診，フッ化

物歯面塗布事業，お口からはじめる生活習慣病予防教室等の各ライフ

ステージに応じた歯科保健事業を実施しています。

  イ 「健康長寿のまち・京都 いきいきポイント」 

    主体的に楽しみながら健康づくりに取り組むことができるよう，日々

の健康づくりの活動を「健康ポイント」として「見える化」することで

達成感を得つつ習慣化を図るとともに，一定の活動成果によって抽選で

プレゼントが当たる「健康長寿のまち・京都 いきいきポイント」を実

施しています。 

ウ 健康増進センター「ヘルスピア21」 

 市民の健康の保持増進を推進するための拠点施設として，健康づくり

のための屋内プール，トレーニングルームなどの運動施設のほか健康度

測定等が行える健診設備を備えた施設です。 

○ 規  模 地上4階地下1階建，延床面積約10,600㎡ 

1階に南保健センターを併設 

○ 事業内容 健康度測定，生活プログラムの作成及び指導，いきいき 

筋トレ教室等健康づくり教室の開催，健康づくり指導者の

養成 
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９ 保健医療対策 

 保健医療対策の計画的推進 

 近年，市民の健康水準の向上と平均寿命の延伸により保健医療を巡る環

境は大きく変化し，保健医療に対する市民ニーズも高度化，多様化してい

ます。こうした情勢に的確に応えるため市民主体の健康づくりの推進，医

療供給体制の整備，保健，医療，福祉の連携の推進などの各種施策に取り

組んでいます。 

 感染症予防対策 

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき，一

類感染症（エボラ出血熱ほか），二類感染症（SARS，MERSほか）や三類感

染症（コレラ，細菌性赤痢，腸管出血性大腸菌ほか）等のまん延を防止す

るため，感染症患者等の搬送及び施設等の消毒業務等防疫業務の体制を整

備しています。さらに，感染症発生動向調査事業を通じて市内医療機関に

インフルエンザや感染性胃腸炎等の流行状況を迅速に通知する等の感染症

のまん延防止対策を行っています。 

 また，感染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するため，予防

接種法等に基づき各種予防接種を行うほか，予防接種健康被害に伴う救済

をしています。 

 新型インフルエンザ対策 

 本市では平成17年度から新型インフルエンザ対策に取り組み，平成21年

度に発生した新型インフルエンザに対しては迅速に状況に応じた対応を行

いました。新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行により，平成25年9

月には，平成21年度のパンデミックにおける本市の取組や地域特性を踏ま

え，京都市新型インフルエンザ等対策行動計画を策定し，京都府等とも連

携しながら万一の発生に備えています。 

 エイズ対策 

 本市では，エイズ対策として，①正しい知識とHIV陽性者の人権擁護のた

めの普及啓発及び教育の推進，②相談体制，関係機関との連携の充実及び

人材育成，③市民が受けやすい検査体制の整備，④HIV陽性者が安心して療

養できる体制の整備を重点対策として取り組んでいます。特に，早期に発
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見し，早期に治療を開始することで，エイズの発症を抑えられることから，

検査体制の整備は特に重要です。平成２９年度からは，HIV検査をアクセス

が良好な下京区役所に集約し，平日の昼間に週４回実施するとともに，夜

間検査を月２回から毎週木曜日に，土曜検査を土日検査として，月２回か

ら４回に拡充するなど，受検者の利便性を高めています。 

 結核予防対策 

 BCG予防接種による免疫の付与や結核の定期健康診断，接触者健康診断に

より患者の早期発見に努め，結核患者の治療脱落，中断を防止するために，

患者への服薬支援を行う地域DOTS事業を行い，結核まん延を防止し，感染

予防措置を講じています。 

 また，結核医療に対する医療費公費負担事務を行っています。 

 骨髄バンク，臓器提供対策 

骨髄提供や臓器提供には多くの方の善意が必要です。骨髄バンクや骨髄

提供，臓器提供に関する正しい知識の普及啓発を行うとともに，献血ルー

ム等で骨髄提供希望者のドナー登録会を実施しています。 

 また，平成27年11月からは，骨髄等の移植推進及びドナー登録の促進を

図るため，骨髄等の提供者に対して奨励金を交付する事業を実施しています。 

 救急医療対策 

  ア 初期救急医療体制

 土日祝日及び年末年始等の昼夜間並びに平日の夜間における初期診療

段階の救急医療を確保するため，本市が設置してきた急病診療所につい

ては，診療所ごとに分散していた診療科目を1箇所に集約するとともに，

老朽化が進んでいた建物及び医療機器を効率的に更新するために，平成

23年3月1日をもって，交通至便地であるJR二条駅前の京都府医師会館内

の新たな診療所（小児科・内科・眼科・耳鼻咽喉科）に移転統合し，併

せて，公の施設としての京都市急病診療所条例を廃止しました。平成23

年4月からは，京都府医師会への事業委託方式に変更し，さらに小児科深

夜帯診療，内科準夜帯を新たに開始し，一層の診療体制の充実と利便性

の向上に努めています。 

 また，歯科医療が充足しにくい休日等においても，応急的な診療の確
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保を図るため，京都府歯科医師会に運営を委託し，JR二条駅前の京都府

歯科医師会口腔保健センター内の休日急病歯科診療所で歯科診療を実施

しています。 

イ 二次救急医療体制

 初期診療を担当する医療機関からの重症救急患者を受け入れる病院を

確保するため，関係医療団体の協力を得て病院群輪番制を実施しています。 

 医療安全対策 

  ア 医療関係施設対策

 医療関係施設（病院，診療所，助産所，施術所，歯科技工所）につい

て，医療法，あん摩マッサージ指圧師，はり師，きゆう師等に関する法

律，柔道整復師法及び歯科技工士法に基づく許可及び届出事務を行い，

良質かつ適切な医療等が効率的に提供されるよう医療監視等の立入検

査・指導を行っています。 

 イ 医療安全相談窓口

医療に関する市民からの相談等に迅速かつ適切に対応する体制を整備

することにより，医療の安全と信頼を高めるとともに，相談窓口に寄せ

られた情報の医療機関への提供を通じて，医療機関における市民に対す

る保健医療サービスの向上を図ることにより，医療の質の向上に取り組

んでおります。 

 看護師確保対策 

医療の高度化や専門化に対応できる質の高い看護職員の養成及び京都市

立病院をはじめとする市内医療機関での看護職員を確保するため，看護師

等養成所に対する運営費補助，市内私立大学四年制看護学科に在学する修

学困難な学生に対する修学資金の融資のあっせん及び入学一時金の給付，

看護実践能力に応じた学習を支援する看護職能力向上・定着確保研修事業

（京都看護大学に委託），離職看護師の復職を支援する離職看護師復帰支

援対策事業（京都私立病院協会へ補助）等を実施しています。
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10 生活衛生対策 

 生活衛生 

  ア 生活衛生関係施設の衛生確保対策

 生活衛生関係営業施設（公衆浴場，旅館業施設，興行場，理容所，美

容所，クリーニング所），墓地，温泉利用施設及び遊泳用プール等につ

いて，根拠法令等に基づく許可・検査確認等を行うとともに，施設等の

衛生確保を図るため，立入検査・指導を行っています。 

イ 「民泊」対策 

 「民泊」を含むすべての宿泊施設は，旅館業法をはじめとする関係法

令の遵守とともに，市民と宿泊客の安心・安全や周辺住民との調和を確

保するという考え方の下，急増する違法な「民泊」の適正化を図り，地

域と調和した宿泊施設となるよう，宿泊サービスの提供に当たっての本

市のルールを明確化した「京都市旅館業施設における安心安全及び地域

の生活環境との調和の確保に関する指導要綱」に基づき，医療衛生セン

ターの「民泊」対策に特化した専門チームが調査・指導を行っています。 

ウ 建築物衛生対策

 特定建築物において，空気環境等の測定や維持管理状況等の検査を実

施し，快適な環境の確保を図るため，立入検査・指導を行っています。 

 居住衛生 

  ア 飲用水衛生対策

 専用水道，簡易専用水道，小規模受水槽水道及び飲用井戸について，

日常点検や水質検査の実施等，施設の維持管理が適正になされるよう立

入検査・指導を行っています。 

イ シックハウス対策

 住まいに起因する健康障害等を改善するための情報を提供するととも

に，必要に応じて，ホルムアルデヒド等を測定し，助言指導を行ってい

ます。 

ウ ねずみ・衛生害虫等駆除対策

 ねずみや衛生害虫等による被害を防ぐため，駆除相談を行っています。 
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 食品・家庭用品衛生 

  ア 食品衛生

 「京都市食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関する条例」の規

定により定めた「京都市食の安全安心推進計画」や「食品衛生法」の規

定により定めた「京都市食品衛生監視指導計画」に基づき，医療衛生セ

ンター及び中央卸売市場内の食品衛生監視員が，食中毒の発生防止や有

害・不良食品の製造販売防止のため，食品取扱施設の監視指導や流通食

品の拭き取り検査を計画的に行っています。また，市民，食品等事業者

及び行政が意見交換会等を通じて食品の安全性などについて理解を深め

ることを目的としたリスクコミュニケーション事業を積極的に推進して

います。 

イ 家庭用品衛生

 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律に基づき，衣類・洗

剤・塗料等の家庭用品による健康被害を未然に防ぐため，市内の製造所

及び販売所に対し，立入検査，監視指導，規制対象家庭用品の試買検査

等を行い，違反品発見と排除に努めています。 

 動物愛護・狂犬病予防 

ア 動物愛護 

 人と動物が共生できるうるおいのある豊かな社会をつくるため，「京

都市動物愛護行動計画（京（みやこ）・動物共生プラン）」に基づき，

取組を進めています。 

 具体的な事業としては，「京都市まちねこ活動支援事業」，犬のしつ

け方教室の開催，引き取った犬猫の譲渡，犬猫の避妊去勢手術助成及び

負傷したペット動物の保護収容等を行うとともに，きょうとアニラブク

ラス，Kyoto-ani-love festival 等の動物愛護事業を通じて動物愛護思

想の啓発に努めています。 

 また，「京都市動物愛護推進会議」における協議により動物愛護行政

の一層の推進を図るとともに「京都市動物愛護推進員」を委嘱し，地域

に密着した自主的な動物愛護活動を推進しています。 
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イ 狂犬病予防

 動物由来感染症である狂犬病の発生及びそのまん延を防止するため，

狂犬病予防法に基づく犬の登録及び狂犬病予防注射の実施，野犬の捕獲

及び咬傷事故の調査等を行っています。 

ウ 人と動物との共生に向けた取組

 京都府とともに制定した「京都動物愛護憲章」の下，「人が動物を通

じて他人に迷惑をかけない」との考え方に立ち，「人と動物が共生でき

るうるおいのある豊かなまちづくり」を目指し，取り組んでいます。 

 府市共同で設置運営する京都動物愛護センターにおいて犬猫の譲渡事

業を推進しています。また，本市の「動物との共生に向けたマナー等に

関する条例」に基づき，飼い主の責任意識の向上等の観点から犬猫に対

するマイクロチップ装着を推進するとともに，野良猫への不適切な給餌

に対する是正指導やまちねこ活動への誘導，地域ぐるみでマナー違反を

しにくい風土の醸成を図る啓発活動等に取り組み，人と動物の適正な関

わりの構築に努めています。 

エ 京都動物愛護センター

 平成27年5月に開所した全国初となる都道府県と政令市が共同して運

営する動物愛護・管理施設です。 

 本センターでは収容動物の適正な管理，動物愛護啓発事業，犬猫の譲

渡事業を中心に，関係団体や民間企業，ボランティアスタッフの皆様と

の連携のもと，これらの活動をこれまでより一層強化し，進めています。 

 （主な役割）  

 ・しつけ方教室や動物愛護週間事業等の動物愛護事業の推進 

 ・収容動物の適切な管理，譲渡事業の推進 

 ・動物由来感染症など動物に関する幅広い情報発信 

 ・夜間動物救急センターの開設（（公社）京都市獣医師会との連携） 

 ・災害時における動物の保護，被災動物のための救援物資の保管及び配布 

 薬事衛生 

ア 医薬品関係施設対策 

 薬局，薬局製造販売医薬品の製造販売業及び製造業，医薬品販売業（店
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舗販売業及び特例販売業），医療機器の販売業及び貸与業について医薬品，

医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく許可

等を行うとともに，医薬品が安全かつ適正に提供されるよう，立入検査・

指導を行っています。 

イ 毒物及び劇物関係施設対策

 毒物及び劇物販売業，毒物劇物業務上取扱者，特定毒物研究者について

毒物及び劇物取締法に基づく登録等を行うとともに，毒劇物の安全かつ適

正な提供及び事故の防止を図るため，立入調査・指導を行っています。 

ウ 薬物乱用防止対策

 麻薬，覚せい剤，シンナー，大麻，危険ドラッグ等の薬物乱用を防止す

るため，ポスター掲示や啓発資材配布等による普及啓発を行うとともに，

各種イベント等において啓発活動を行っています。 

 また，関係機関や地域と連携を図り，薬物に近づかない環境づくりの

強化に取り組んでいます。 

エ 衛生検査関係施設対策

 衛生検査所について，臨床検査技師等に関する法律に基づく登録等を行

うとともに，医療機関に対し，信頼できる検査結果が提供されるよう立入

調査・指導を行っています。 

 衛生環境研究所

 保健衛生，食品衛生，生活衛生，環境公害に関する試験検査，調査研究を

行うとともに，知識の普及のための講座の開催（「夏休み体験教室」等），  

情報の提供（機関紙である「衛環研にゅーす」の発行や医療従事者向けの情

報配信サービス等）を行っています。 

また，中央卸売市場に検査室を設け，第一市場では青果物や魚介類，第二

市場では食肉類の衛生検査を行うとともに，市場内の食品関係業者の衛生指

導を行い，食品の安全確保に努めています。 

 中央斎場 

 市内唯一の火葬場として，中央斎場を設置しています。緑豊かな環境の

中に，故人をお送りするにふさわしい荘厳で，かつ環境保全等にも配慮し

た設備を設けています。 
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 市営墓地 

 宗教宗派に関係なく，市民に広く墳墓を提供することを目的として，8

箇所，約6,000区画の市営墓地を管理運営しています。 

 深草墓園 

 宗教宗派を問わない納骨堂形成の市民のお墓として，深草墓園を設置し

ています。豊かな自然環境の中，昭和33年の開設以来，約15,600体の御霊

が宗教宗派の別なく合祀されています。（平成29年3月末時点）  

11 市立病院 

 地方独立行政法人京都市立病院機構 

 平成23年4月1日に地方独立行政法人京都市立病院機構を設立し，京都市

立病院及び京都市立京北病院の運営を同法人に移行しました。 

 人事や財政運営面において迅速性・柔軟性・効率性を高め，独法化の効

果をいかすことで，市民のいのちと健康を守る自治体病院として，必要な

医療が提供されるよう取り組んでいます。 

 京都市立病院 

京都市立病院は，昭和 40 年 12 月に設立し，これまで臨床研修指定病院，

救急告示病院，災害拠点病院（地域災害医療センター），第二種感染症指定

医療機関，エイズ治療拠点病院，地域がん診療連携拠点病院，地域医療支

援病院に指定されるなど，地域の中核病院として市民の生命と健康を守る

役割を担ってきました。

 平成29年4月現在，病床数は548床（一般528床，結核12床，感染症8床），

診療科目は，内科，呼吸器内科，腫瘍内科，消化器内科，循環器内科，腎

臓内科，神経内科，血液内科，内分泌内科，感染症内科，糖尿病代謝内科，

精神神経科，アレルギー科，リウマチ科，小児科，外科，呼吸器外科，消

化器外科，緩和ケア内科，脳神経外科，乳腺外科，小児外科，整形外科，

形成外科，皮膚科，泌尿器科，産婦人科，眼科，耳鼻いんこう科，リハビ

リテーション科，放射線診断科，放射線治療科，病理診断科，臨床検査科，

救急科，歯科口腔外科及び麻酔科の37科目となっています。また専門外来

として，女性総合外来，男性専門外来，アスベスト専門外来，禁煙外来，
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セカンドオピニオン外来，緩和ケア外来及びコメディカル外来を設置し，

多様化する市民の医療ニーズに的確に応えるよう努めています。 

 平成29年4月現在198名の医師を擁し（研修医23名含む。），また7対1入院

基本料を算定し，質の高い医療サービスを提供しています。 

 また，平成21年からの北館の建替え及び本館の改修等の病院整備事業を

平成27年3月に完了し，医療機能を大きく向上させました。 

 感染症医療分野では，感染管理センターを設置し，感染症病床直結エレ

ベーターや気流制御装置の整備等，体制を整えています。 

 大規模災害・事故対策については，免震・耐震構造を整え，救急・災害

医療支援センターを設置し，災害発生時に中心的な役割を果たせる機能を

備えています。 

 救急医療分野では，ヘリポートの設置や救急室の拡張を経て，平成28年

度には年間6,178件の救急搬送を受け入れています。 

 周産期医療分野では，新生児特定集中治療室（NICU）及び新生児治療回

復室（GCU）を設置し，ハイリスク分娩・母体搬送・新生児搬送に対応して

います。 

 地域医療支援病院として，紹介患者の積極的な受入れや地域医療フォー

ラム，地域医療連携カンファレンスの開催等を通じて，地域の医療機関と

の連携を強化し，役割分担を進めていきます。平成29年7月末現在473名の

医師に登録医となっていただいています。 

 地域がん診療連携拠点病院として，病院整備によりPET-CTやリニアック

（2台）等高度医療機器を導入し，手術室や外来化学療法センターの拡充，

造血幹細胞移植に対応した無菌治療室，緩和ケア病床の設置など，がん診

療の充実を図っています。平成28年度には，手術を5,331件実施し，低侵襲

で質の高い医療の提供を一層進めました。中でも，平成25年に導入した手

術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」は前立腺がん手術を中心に平成26年度に

95件実施するなど実績を積み重ね，平成27年7月には，同ロボットを使った

腹腔鏡下胃がん手術が全国で4施設目，一般病院では初めて先進医療として

認められました。 

 生活習慣病への対応として，平成25年12月に脳卒中センターを開設し，
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糖尿病関連では市民公開講座や専門外来等に取り組んでいます。 

 小児医療分野では，市内で数少ない骨髄移植推進財団の認定施設となっ

ています。また，院内学級の設置，保育士の配置など，子どもの療養生活

にも配慮しています。 

 健診センターでは，脳ドックや肺がんドック，乳がん検診など多彩なオ

プション検査を用意しており，ペア割引などユニークな料金設定も行って

います。 

 医療の質向上にも取り組み，平成27年1月には日本医療機能評価機構の病

院機能評価を受審し，高い評価で認定を更新しました。また，御意見箱の

設置，市民モニター会議により患者・市民の声を病院運営に反映するなど，

患者サービスの向上にも励んでいます。 

 また，認定看護師，専門看護師，専門薬剤師等の養成にも積極的に取り

組んでいます。  

 医療安全確保の取組としては，医療安全管理委員会を中心とした体制の

下，日常的なインシデント・アクシデント事例の収集等に取り組み，医療

事故防止の徹底を図るとともに，高い倫理観と徹底したインフォームドコ

ンセントに基づいた安全で安心な医療を提供できるよう努めています。 

 平成21年からPFI法に基づき実施し，特別目的会社SPC京都に委託する「京

都市立病院整備運営事業」については，平成27年3月に施設整備事業が完了

しました。北館の建替えや本館の改修のほか，院内保育所建替えや庭園，

救急・災害医療支援センターといった付帯施設の整備にも取り組みました。

なお，院内保育所は規模を拡充すると同時に特定地域型保育事業として2

歳児までの地域児童の受入れや病児・病後児保育を開始しました。 

 病院運営・維持管理業務については，医療事務や警備，清掃，食事など

包括的に委託し，民間の活力を取り入れることで効率的な病院運営と患者

サービスの向上に取り組んでいます。 

   ◎年間患者数（平成28年度延人員）  

      一般167,940人 

   入院170,918人 

      感染症2,978人 

   外来316,851人 
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 京都市立京北病院 

 旧京北町との合併に伴い，京北町国民健康保険病院を引き継ぎ，平成 17

年 4 月に，京都市立京北病院を設置しました。平成 23 年 4 月の地方独立行

政法人化と同時に介護老人保健施設を開設し，また，同年 10 月に通所リハ

ビリテーション（デイケア）を，平成 26 年 10 月には居宅介護支援事業所

を開設しました。平成 27 年 4 月には常勤医師を 2 名増員し，医師 5 名体制

（内科 4 名，外科 1 名）にするなど，市立病院との人的協力体制の強化に

より，診療体制の拡充を図りました。平成 29 年 4 月現在，一般病床が 38

床，介護老人保健施設が 29 床，診療科目は内科，外科，整形外科，小児科，

眼科，泌尿器科及び皮膚科となっています。「へき地医療拠点病院」の指定

を受け，山国，黒田，宇津，細野の 4 診療所と共に，京北地域唯一の病院

として診療を行っています。 

 平成 27 年 4 月に「在宅療養支援病院」の認定を受け，訪問診療，訪問看

護事業にも積極的に取り組むなど，地域包括ケアの中核施設として，高齢

化が進展している京北地域の住民が必要とする医療・介護サービスを提供

しています。 

 また，平成 29 年 2 月には，京北地域の地域包括ケアシステムの推進に貢

献する取組として，地域包括ケア病床（10 床）を開始しました。 

 ◎年間患者数（平成 28 年度延人員）      

        入院 9,720 人 

        外来 29,019 人   

   ◎年間介護サービス利用者数（平成 28 年度延人員） 

        老健 9,465 人 

        通所リハ 2,493 人 
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